
２８ 
 

 

 

令
和
四
年
十
一
月
十
七
日
提
出 

質

問

第

二

八

号 

       
 
 

消
費
税
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

   

提 

出 

者 
 

落

合

貴

之 

 
 



 

 

 

 
 
 

消
費
税
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
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消
費
税
は
、
一
般
的
に
、
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
者
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
が
一

旦
預
か
り
、
国
に
納
税
し
て
い
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

消
費
税
の
納
税
義
務
者
は
誰
か
。 

二 

物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
時
に
付
加
さ
れ
る
消
費
税
相
当
額
は
、
当
該
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
と
は
別
に
、
物
品
や
サ

ー
ビ
ス
の
購
入
者
が
税
と
し
て
支
払
っ
て
い
る
の
か
。 

三 

消
費
税
は
、
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
が
、
そ
の
購
入
者
や
取
引
相
手
が
支
払
っ
た
も
の
を
一
旦
預
か
り
、
国
に
納
税

し
て
い
る
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


